
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  任意組合等の組合員の所得の計算方法 

Ｑ：任意組合の組合員の所得の計算方法が、

判決結果を受けて改正案が出されているそう

ですが、どんな内容なのですか？ 

 

Ａ：次のようなものです。 

【解説】 

さきごろ、任意組合の組合員の所得の計算

方法の改正案が意見公募の形で公表されまし

た。概要は次のとおりです。 

 1.現行の取扱い 

  任意組合等の組合員の組合事業にかかる各

種所得金額の計算は、次の①の総額方式によ

り計算し、継続適用を要件として次の②の中

間方式又は③の純額方式を認めることとして

います。 

 ①その組合事業に係る収入金額、資産、負債

等をその分配割合に応じて各組合員のこれ

らの金額として計算する方法 

 ②その組合事業に係る収入金額、原価及び費

用の額並びに損失の額をその分配割合に応

じて各組合員の金額を計算する方法 

 ③その組合事業について計算される利益の額

又は損失の額をその分配割合に応じて各組

合員に按分する方法 

 2.改正案 

  判決では、①の方法を用いることが困難で

あるか否かに関わらず、継続して②又は③

の方法で計算している場合は認められると

されたことから、総額方式以外の方式は、

継続適用要件のほか、総額方式により計算

することが困難と認められる場合に認めら

れるということが明確にされました。 
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